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町の掲示板

　　　　

●むき出し、屋外にある水道管は、布や毛布など
を巻いて、ぬれないようにビニールなどで、防
水してください。また、保温チューブと外装テー
プが一体になった保温材が市販されています。

●地下式メーター器の破裂防止には、古い毛布や
布切れ、または、発泡スチロールをくだいたも
のをビニール袋に入れて、ボックス内につめ保
温してください。

●水道管が凍結して水が出ない時は、タオルをか
けてその上からゆっくりと、ぬるま湯をかけて
溶かしてください。熱湯を急にかけると破裂す
ることがあります。

水道管やメーター器が破裂したときは
●メーター器から蛇口までが破裂した時は、メー

ター器横の止水栓を回して水を止め、須恵町指
定の水道工事店へ。

●メーター器が破裂した時は、上下水道課へ。

漏水調査を行います
　本年１月から３月にかけて、町内全域で水道管
の漏水調査を行います。
　調査は、町が委託した次の業者が行い、調査員
は身分証を携行しています。また、調査の際に宅
内の水道メーター付近まで入る場合もありますの
で、ご理解とご協力をお願いします。

調査委託業者名　株式会社　コスモリサーチ

　放課後や長期休暇などにおける障がい児を持つ
保護者の就労支援および障がい児を日常的にケア
している家族の一時的な休息を目的とした障がい
児放課後等対策事業を実施しています。
▶対象児童　特別支援学校、養護学校の小学部・

中学部もしくは小学校・中学校の特別支援学級
に在学している身体障害者手帳または療育手帳
を所持した医療行為の必要のない児童

　ただし、面談などの結果、受け入れをお断りす
　る場合もあります。
▶定　員　５人以内（希望者多数の場合は、抽選

で決定します）
▶利用料金　放課後 200 円、長期休暇 400 円（１

日あたり）
　※住民税非課税世帯および生活保護世帯は全額

　減免
▶休業日　土日祝日および 12 月 29 日から翌年１

月４日まで
▶申請期間　１月 21 日（月）～１月 31 日（木）
▶申請場所　健康福祉課
▶申請に必要なもの　身体障害者手帳または療育

手帳

　平成 24 年中に支払われた国民健康保険税、後
期高齢者保険料の確定申告用納付確認書を各納税
義務者宛に郵送致します。なお、特別徴収（年金
からの天引き）分については各年金の源泉徴収票
に記載されていますので対象外です。
○郵送時期　１月 10 日ごろ
　住民課窓口でも発行しています。必要な場合は
印鑑持参のうえ住民課にお越しください。

上下水道課
☎932-1445（ダイヤルイン）☎932-1151（内線235）

水道管・給湯管の冬支度の準備を

健康福祉課
☎932-1493（ダイヤルイン）☎932-1151（内線152）

障がい児放課後対策事業
（おひさまクラブ）利用児童募集

住民課
☎932-1467（ダイヤルイン）☎932-1151（内線117）

確定申告用納付確認書を
お送りします

健康福祉課
☎932-1493（ダイヤルイン）☎932-1151（内線127）

要介護認定による
障害者控除対象者認定書について

　　

　　

　４月に新小学１年生・新中学１年生を迎える保
護者あてに入学通知書を送付します。１月末に
なってもお手元に届かない場合はご連絡くださ
い。
　また、私立小学校に在学中かつ来年度新中学１
年生になる人で、町立中学校に入学ご希望の人は、
１月 18 日（金）までに子ども教育課までご連絡く
ださい。
　なお、私立中学校に入学される人は、入学予定
校の合格通知書（または入学通知書）を子ども教
育課までご持参ください。

　国税庁のホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」で確定申告書を作成することができます。
作成した申告書は、印刷して添付書類と一緒に郵
送などで税務署に提出してください。

（関連ページは７ページ）
●国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp

子ども教育課
☎932-1459（ダイヤルイン）☎932-1151（内線241）

入学通知書の送付について

税務課
☎932-1495（ダイヤルイン）☎932-1151（内線132）

確定申告書等作成コーナーを
ご利用ください

　本人または扶養している人が 65 歳以上で、介
護保険の要介護認定者の場合には、健康福祉課が
発行する「障害者控除対象者認定書」の交付を受
けることができます。所得税・住民税の申告の際
は、事前に健康福祉課で認定書の交付を受けてく
ださい。
▶対　象　65 歳以上で平成 24 年 12 月 31 日現在、

介護保険の要介護１から５の認定を受けている
人

※ただし、要支援認定の人は対象になりません。
・証明書発行には日数がかかります。
・障害者手帳などをお持ちの人は、手帳を提示し

て控除を受けることができます。
▶持ってくるもの　印鑑、介護保険被保険者証、
　代理人申請者は身分を証明する免許証など

町
の
人
口

１月の納税
町県民税・4期分

国民健康保険税・８期分
後期高齢者医療保険料・7期分

人　口

世帯数

２万6986人（+33）
男性：1万3169人（+28）　女性：１万3817人（+５）

１万429戸（+16）
平成24年11月30日現在（　）＝前月比

●音訳テープ
　○社協だより　「わかみず」
　○広　　報　「すえまち」
　○議会広報　「議会だより」
　○共生のまちづくり　「ボランティアだより」

社会福祉協議会
☎933-2160

貸し出します！




